
議案第 １ 号

沖縄県教育庁組織規則及び沖縄県教育庁等標準的な職を定める規則の一部を改

正する規則について

以下の理由により、沖縄県教育庁組織規則及び沖縄県教育庁等標準的な職を定める

規則の一部を改正する規則案を別紙のとおり提出する。

令和３年２月16日提出

沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

理 由

令和４年４月開校予定の那覇みらい支援学校の円滑な開校のため、県立学校教育

課に那覇みらい支援学校開校準備室を設置する等の必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。

【参考・根拠規程】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第17条

２ 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第15条の２

２ 前項第５号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者

が定める。



（別紙）

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県教育庁組織規則及び沖縄県教育庁等標準的な職を定める規則の一部を改正する規則

（沖縄県教育庁組織規則の一部改正）

第１条 沖縄県教育庁組織規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

第３条の表県立学校教育課の項中「特別支援教育室」を「特別支援教育室 那覇みらい支援学校開校準

備室」に改める。

「
第17条の表中 県立学校教育課 特別支援教育室長 特別支援教育室の事務を総括する。

」

「
県立学校教育課 特別支援教育室長 特別支援教育室の事務を総括する。

を 那覇みらい支援学校開校 那覇みらい支援学校開校準備室の事務を に改める。
準備室長 総括する。

」

（沖縄県教育庁等標準的な職を定める規則の一部改正）

第２条 沖縄県教育庁等標準的な職を定める規則（平成28年沖縄県教育委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条の表３の項中「特別支援教育室長」の次に「、那覇みらい支援学校開校準備室長」を加える。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。



規則案の概要の説明

部課名 教育庁総務課

１ 件名

沖縄県教育庁組織規則及び沖縄県教育庁等標準的な職を定める規則の一部を改正

する規則

２ 改正の経緯及び必要性

令和４年４月に開校予定の那覇みらい支援学校の円滑な開校のため、県立学校教

育課に那覇みらい支援学校開校準備室を設置するとともに、同室の事務を総括する

那覇みらい支援学校開校準備室長を配置することについて定める必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 沖縄県教育庁組織規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第１号）第３条の表県

立学校教育課の項に那覇みらい支援学校開校準備室を加え、第17条の表県立学校

教育課の項に那覇みらい支援学校開校準備室長を加える。（第１条）

⑵ 沖縄県教育庁等標準的な職を定める規則（平成28年沖縄県教育委員会規則第２

号）第１条の表３の項に那覇みらい支援学校開校準備室長を加える。（第２条）

⑶ この規則は、令和３年４月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第17条及び

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第15条の２

５ 関係各課との調整状況

総務部行政管理課及び県立学校教育課と調整済

６ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文
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表

改
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案
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行
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条
～
第
２
条

（
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第
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第
２
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課
及
び
班
等
の
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（
課
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び
班
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設
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第
３
条

本
庁
に
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
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課
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、
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該
課
に
、
同
表
の
右
欄
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掲
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３
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本
庁
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表
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掲
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掲
げ
る

班
、
室
又
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、
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又
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セ
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。
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名
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立
学
校
教
育
課

管
理
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通
教
育
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育
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改
革
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管
理
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通
教
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育
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教
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革
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教
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別
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条
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第
４
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第
1
6
条

（
略
）

（
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育
企
画
室
長
等
）

（
教
育
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画
室
長
等
）

第
1
7
条

本
庁
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
課
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
職
を
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、
第
1
7
条

本
庁
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次
の
表
の
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欄
に
掲
げ
る
課
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
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、

そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
司
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掲
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。
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ぞ
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司
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を
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右
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掲
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。
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。

る
。
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の
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新
設
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開
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。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
1
/
0
2
/
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8



第
1
8
条
～
第
3
5
条

（
略
）

第
1
8
条
～
第
3
5
条

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
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ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。
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新
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）
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縄
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縄
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参 照 条 文
○ 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ）

（ 事 務 局 ）

第 十 七 条 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 を 処 理 さ せ

る た め 、 教 育 委 員 会 に 事 務 局 を 置 く 。

２ 教 育 委 員 会 の 事 務 局 の 内 部 組 織 は 、 教 育 委 員 会 規

則 で 定 め る 。

○ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十

一 号 ）

（ 定 義 ）

第 十 五 条 の 二 こ の 法 律 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 か ら 四 （ 省 略 ）

五 標 準 職 務 遂 行 能 力 職 制 上 の 段 階 の 標 準 的 な 職

（ 職 員 の 職 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 職 務 を 遂 行 す る

上 で 発 揮 す る こ と が 求 め ら れ る 能 力 と し て 任 命 権 者

が 定 め る も の を い う 。

２ 前 項 第 五 号 の 標 準 的 な 職 は 、 職 制 上 の 段 階 及 び 職

務 の 種 類 に 応 じ 、 任 免 権 者 が 定 め る 。


